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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月24日(2013.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示する変動表示部を備え、該変動表示部
に導出表示された識別情報の表示結果が予め定められた特定表示結果となったときに、遊
技者にとって有利な特定遊技状態に制御し、予め定められた特別遊技状態発生条件が成立
したときに前記特定遊技状態とは異なる遊技者にとって有利な特別遊技状態に制御する遊
技機であって、
　前記特定遊技状態に制御するか否か、および、前記特別遊技状態に制御するか否かを、
識別情報の表示結果が導出表示される以前に決定する事前決定手段と、
　該事前決定手段による決定に基づいて、前記変動表示部において、識別情報の変動表示
が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦所定の仮停止態様で変動表示を仮
停止させた後に変動表示を再度実行する再変動を１回または複数回実行する再変動表示パ
ターンを含む予め定められた複数種類の識別情報の変動表示パターンの中から１つの変動
表示パターンを選択する変動表示パターン選択手段と、
　該変動表示パターン選択手段が選択した変動表示パターンに基づいて、識別情報の変動
表示を実行する変動表示実行手段と、
　前記変動表示パターン選択手段により再変動表示パターンが選択されたときの変動表示
において、第１段階から複数段階の予告ステップにより行なうステップアップ予告演出を
実行するか否かを選択するとともに、前記ステップアップ予告演出を実行するときの各再
変動における予告演出態様を複数種類の予告演出態様の中から選択する予告演出選択手段
と、
　該予告演出選択手段により前記ステップアップ予告演出を実行する選択がされたときに
、再変動表示パターンで実行される再変動の各々において、選択された予告演出態様で前
記ステップアップ予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え、
　再変動表示パターンは、前記所定の仮停止態様以外の特定の仮停止態様を変更表示する
ことにより前記所定の仮停止態様で変動表示を仮停止させた後に前記再変動の実行を開始
する変動表示パターンを含み、
　前記変動表示パターン選択手段は、変動表示パターンとして再変動表示パターンを選択
するときに、選択する再変動表示パターンにおける前記再変動の実行回数に応じて、前記
特別遊技状態となる割合が異なるように変動表示パターンを選択し、
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　前記予告演出選択手段は、識別情報の変動表示の開始時に、各再変動において前記第１
段階の予告ステップから複数段階のうちいずれの段階の予告ステップまで発展させるかを
選択することを特徴とする、遊技機。
【請求項２】
　始動条件の成立に基づいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示する変動
表示部を備え、該変動表示部に導出表示された識別情報の表示結果が予め定められた特定
表示結果となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御し、予め定められた
特別遊技状態発生条件が成立したときに前記特定遊技状態とは異なる遊技者にとって有利
な特別遊技状態に制御する遊技機であって、
　前記特定遊技状態に制御するか否か、および、前記特別遊技状態に制御するか否かを、
識別情報の表示結果が導出表示される以前に決定する事前決定手段と、
　前記始動条件の成立に基づく変動表示を保留記憶として記憶する保留記憶手段と、
　該保留記憶手段に記憶された保留記憶について、識別情報の表示結果により前記特定遊
技状態となるか否か、および、前記特別遊技状態となるか否かを判定する事前判定手段と
、
　前記事前決定手段による決定に基づいて、前記変動表示部において、識別情報の変動表
示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦所定の仮停止態様で変動表示を
仮停止させた後に変動表示を再度実行する再変動を１回または複数回実行する再変動表示
パターンを含む予め定められた複数種類の識別情報の変動表示パターンの中から１つの変
動表示パターンを選択する変動表示パターン選択手段と、
　該変動表示パターン選択手段が選択した変動表示パターンに基づいて、識別情報の変動
表示を実行する変動表示実行手段と、
　前記事前判定手段の判定結果に基づいて、判定対象となった始動条件の成立に基づく変
動表示の表示結果が導出表示される以前の複数回の変動表示において、第１段階から複数
段階の予告ステップにより行なうステップアップ予告演出を実行するか否かを選択すると
ともに、前記ステップアップ予告演出を実行するときの予告演出態様を複数種類の予告演
出態様の中から選択する予告演出選択手段と、
　該予告演出選択手段により前記ステップアップ予告演出を実行する選択がされたときに
、前記複数回の変動表示の各々において、選択された予告演出態様で前記ステップアップ
予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え、
　再変動表示パターンは、前記所定の仮停止態様以外の特定の仮停止態様を変更表示する
ことにより前記所定の仮停止態様で変動表示を仮停止させた後に前記再変動の実行を開始
する変動表示パターンを含み、
　前記変動表示パターン選択手段は、変動表示パターンとして再変動表示パターンを選択
するときに、選択する再変動表示パターンにおける前記再変動の実行回数に応じて、前記
特別遊技状態となる割合が異なるように変動表示パターンを選択し、
　前記予告演出選択手段は、識別情報の変動表示の開始時に、各変動表示において前記第
１段階の予告ステップから複数段階のうちいずれの段階の予告ステップまで発展させるか
を選択することを特徴とする、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　（１）　各々が識別可能な複数種類の識別情報（演出図柄）を変動表示する変動表示部
（演出表示装置９）を備え、該変動表示部に導出表示された識別情報の表示結果が予め定
められた特定表示結果（大当り図柄）となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状
態（大当り遊技状態）に制御し、予め定められた特別遊技状態発生条件が成立したとき（
図３７のＳ７３で確変大当りとする決定がされたとき）に前記特定遊技状態とは異なる遊



(3) JP 2012-75960 A5 2013.6.13

技者にとって有利な特別遊技状態（確変状態）に制御する遊技機（パチンコ遊技機１）で
あって、
　前記特定遊技状態に制御するか否か、および、前記特別遊技状態に制御するか否かを、
識別情報の表示結果が導出表示される以前に決定する事前決定手段（遊技制御用マイクロ
コンピュータ５６０、図３７のＳ６２，Ｓ７３）と、
　該事前決定手段による決定に基づいて、前記変動表示部において、識別情報の変動表示
が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦所定の仮停止態様で変動表示を仮
停止させた後に変動表示を再度実行する再変動を１回または複数回実行する再変動表示パ
ターンを含む予め定められた複数種類の識別情報の変動表示パターンの中から１つの変動
表示パターンを選択する変動表示パターン選択手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５
６０、図３８のＳ１０１～Ｓ１０５）と、
　該変動表示パターン選択手段が選択した変動表示パターンに基づいて、識別情報の変動
表示を実行する変動表示実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００、図１１３の
Ｓ８０１～Ｓ８０３）と、
　前記変動表示パターン選択手段により再変動表示パターンが選択されたときの変動表示
において、第１段階から複数段階の予告ステップにより行なうステップアップ予告演出（
第１ステップアップ予告、第２ステップアップ予告）を実行するか否かを選択するととも
に、前記ステップアップ予告演出を実行するときの各再変動における予告演出態様を複数
種類の予告演出態様の中から選択する予告演出選択手段（演出制御用マイクロコンピュー
タ１００、図１１５のＳ５１６ａ、図１１７のＳ５３２～Ｓ５３３３，Ｓ５３５、図１１
８のＳ５４４～Ｓ５４７、図１９のＳ１７０６～Ｓ１７２３）と、
　該予告演出選択手段により前記ステップアップ予告演出を実行する選択がされたときに
、再変動表示パターンで実行される再変動の各々において、選択された予告演出態様で前
記ステップアップ予告演出を実行する予告演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュー
タ１００、図１１５のＳ５２０、図１２９のＳＴ１６ｂ、図１３０のＳＴ１１ａ、図１３
１のＳＴ１１ａ、図１３２のＳＴ１６ｆ）とを備え、
　再変動表示パターンは、前記所定の仮停止態様以外の特定の仮停止態様（リーチ形成図
柄のような擬似連チャンス目以外の仮停止図柄）を変更表示（図柄が仮停止した後滑るよ
うな表示、または、図柄が仮停止をせずにゆっくりと動いてリーチ形成図柄を通り過ぎる
表示）することにより（図５１の（Ｃ））前記所定の仮停止態様で変動表示を仮停止させ
た（図５１の（Ｅ））後に前記再変動（擬似連の変動）の実行を開始する変動表示パター
ンを含み（図１５および図１６に示すように、スーパーＰＡ３－３－１、スーパーＰＡ３
－６－１、スーパーＰＡ４－６－１、スーパーＰＡ５－３－１、スーパーＰＢ３－３－１
、スーパーＰＢ４－３－１およびスーパーＰＢ５－３－１の変動パターンは、演出制御用
マイクロコンピュータ１００における図１１５のＳ５１９～Ｓ５２２、図１２０のＳ１５
６５～Ｓ５６６Ａ、図１２４および図１２５のＳ８４０Ａ～Ｓ８５８，Ｓ８６９Ａ～Ｓ８
６９Ｆにより、１回目滑り後チャンス目仮停止演出をする変動パターンである）、
　前記変動表示パターン選択手段は、変動表示パターンとして再変動表示パターンを選択
するときに、選択する再変動表示パターンにおける前記再変動の実行回数に応じて、前記
特別遊技状態となる割合が異なるように変動表示パターンを選択し（遊技制御用マイクロ
コンピュータ５６０、Ｓ９１～Ｓ１０５の処理において、図１５および図１６に示すよう
に、確変大当りとなるときには、５回変動の擬似連用の変動パターンであるスーパーＰＢ
５－３－１を決定する場合があるが、通常大当りとなるときには、５回変動の擬似連用の
変動パターンを決定する場合がなく、３回変動または４回変動の擬似連用の変動パターン
が決定される）、
　前記予告演出選択手段は、識別情報の変動表示の開始時（図１１５の演出図柄変動開始
処理時）に、各再変動において前記第１段階の予告ステップから複数段階のうちいずれの
段階の予告ステップまで発展させるかを選択する（図１１５のＳ５１６ａ、図８１（Ａ）
～（Ｃ）で擬似連の合計回数（２回～５回）に応じて各段階の再変動での予告演出に必要
なテーブルを選択する。図８４および図８５のように、擬似連の合計変動回数（２回～５
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回）に応じて選択されるテーブルは、予告ステップの選択割合が異なる）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　このような構成によれば、再変動表示に関する演出の面白みをより一層向上させ、遊技
の興趣を向上させることができる。
　（２）　始動条件の成立に基づいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示
する変動表示部を備え、該変動表示部に導出表示された識別情報の表示結果が予め定めら
れた特定表示結果となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御し、予め定
められた特別遊技状態発生条件が成立したときに前記特定遊技状態とは異なる遊技者にと
って有利な特別遊技状態に制御する遊技機であって、
　前記特定遊技状態に制御するか否か、および、前記特別遊技状態に制御するか否かを、
識別情報の表示結果が導出表示される以前に決定する事前決定手段と、
　前記始動条件の成立に基づく変動表示を保留記憶として記憶する保留記憶手段と、
　該保留記憶手段に記憶された保留記憶について、識別情報の表示結果により前記特定遊
技状態となるか否か、および、前記特別遊技状態となるか否かを判定する事前判定手段と
、
　前記事前決定手段による決定に基づいて、前記変動表示部において、識別情報の変動表
示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦所定の仮停止態様で変動表示を
仮停止させた後に変動表示を再度実行する再変動を１回または複数回実行する再変動表示
パターンを含む予め定められた複数種類の識別情報の変動表示パターンの中から１つの変
動表示パターンを選択する変動表示パターン選択手段と、
　該変動表示パターン選択手段が選択した変動表示パターンに基づいて、識別情報の変動
表示を実行する変動表示実行手段と、
　前記事前判定手段の判定結果に基づいて、判定対象となった始動条件の成立に基づく変
動表示の表示結果が導出表示される以前の複数回の変動表示において、第１段階から複数
段階の予告ステップにより行なうステップアップ予告演出を実行するか否かを選択すると
ともに、前記ステップアップ予告演出を実行するときの予告演出態様を複数種類の予告演
出態様の中から選択する予告演出選択手段と、
　該予告演出選択手段により前記ステップアップ予告演出を実行する選択がされたときに
、前記複数回の変動表示の各々において、選択された予告演出態様で前記ステップアップ
予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え、
　再変動表示パターンは、前記所定の仮停止態様以外の特定の仮停止態様を変更表示する
ことにより前記所定の仮停止態様で変動表示を仮停止させた後に前記再変動の実行を開始
する変動表示パターンを含み、
　前記変動表示パターン選択手段は、変動表示パターンとして再変動表示パターンを選択
するときに、選択する再変動表示パターンにおける前記再変動の実行回数に応じて、前記
特別遊技状態となる割合が異なるように変動表示パターンを選択し、
　前記予告演出選択手段は、識別情報の変動表示の開始時に、各変動表示において前記第
１段階の予告ステップから複数段階のうちいずれの段階の予告ステップまで発展させるか
を選択する。
　このような構成によれば、変動表示に関する演出の面白みをより一層向上させ、遊技の
興趣を向上させることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
　（３）　再変動表示パターンは、前記所定の仮停止態様として、リーチを形成する識別
情報（リーチ形成図柄）を仮停止させる（図５１の（Ｂ）、図１２０のＳ１５６６）。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　このような構成によれば、再変動表示パターンのときに、所定の仮停止態様としてリー
チ状態を形成する識別情報を仮停止させるので、リーチ状態を形成する識別情報に対する
遊技者の期待感に基づいて、再変動表示に関する演出の面白みをより一層向上させ、遊技
の興趣をより一層向上させることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　（４）　前記変動表示パターン選択手段は、変動表示パターンとして前記再変動表示パ
ターンを選択するときに、選択する再変動表示パターンにおける前記再変動の実行回数が
同一のときに、前記一部の変動表示領域で、前記特定の仮停止態様を変更表示することに
よる前記所定の仮停止態様での変動表示の仮停止が実行される回数に応じて、前記特別遊
技状態となる割合が異なるように変動表示パターンを選択する（１回目滑り後チャンス目
仮停止演出において、滑りが１回のときと２回のときとで確変大当りとなる割合が異なる
：第３変形例）。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　このような構成によれば、再変動表示パターンにおける再変動の実行回数が同一のとき
でも、一部の変動表示領域で、特定の仮停止態様を変更表示することによる所定の仮停止
態様での変動表示の仮停止が実行される回数に応じて、特別遊技状態となる割合が異なる
ように変動表示パターンが選択される。したがって、単に、再変動の実行回数にとどまら
ず、再変動表示パターンによる変動表示の途中でどのような演出により再変動が行なわれ
るかということについて、遊技者の注意を惹きつけることができる。これにより、再変動
表示に関する演出の面白みをより一層向上させ、遊技の興趣をより一層向上させることが
できる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　（５）　前記事前決定手段により前記特定遊技状態に制御しないと決定されたときに、
識別情報の変動表示状態を所定のリーチ状態とするか否かを決定するリーチ決定手段（遊
技制御用マイクロコンピュータ５６０、Ｓ９５～Ｓ９８）をさらに備え、



(6) JP 2012-75960 A5 2013.6.13

　前記変動表示パターン種別決定手段は、
　　前記リーチ決定手段によって前記リーチ状態とする旨の決定がなされたことに対応し
て、識別情報の変動表示状態を前記リーチ状態とする複数種類のリーチ変動表示パターン
種別（たとえばノーマルＣＡ２－１、スーパーＣＡ２－２、ＣＡ２－３、ＣＢ２－１、Ｃ
Ｂ２－２の変動パターン種別等）のいずれかに決定し（Ｓ９９，Ｓ１０２，Ｓ１０３）、
　　前記リーチ決定手段によって前記リーチ状態としない旨の決定がなされたことに対応
して、識別情報の変動表示状態を前記リーチ状態としない複数種類の非リーチ変動表示パ
ターン種別（たとえば非リーチＣＡ１－１～ＣＡ１－４、ＣＢ１－１～ＣＢ１－３、ＣＣ
１－１～ＣＣ１－３等）のいずれかに決定し（Ｓ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０３）、
　前記リーチ変動表示パターン種別には、識別情報の変動表示中に前記再変動を実行し、
かつ、識別情報の変動表示状態を前記リーチ状態とするリーチ特定変動表示パターン
を含むリーチ特定変動表示パターン種別（たとえばスーパーＣＡ２－２、ＣＢ２－１の変
動パターン種別）があり、
　前記リーチ変動表示パターン種別は、前記再変動が行なわれた後に識別情報の変動表示
状態が前記リーチ状態となったことに基づき実行する演出動作の種類により分類され、
　前記非リーチ変動表示パターン種別には、識別情報の変動表示中に前記再変動を実行す
る複数種類の非リーチ特定変動表示パターンを含む非リーチ特定変動表示パターン種別（
たとえば非リーチＣＡ１－４の変動パターン種別）と、前記再変動を実行しない非リーチ
通常変動表示パターンを含む非リーチ通常変動表示パターン種別と（たとえば非リーチＣ
Ａ１－１の変動パターン種別等）があり、
　前記変動表示パターン選択手段は、
　　前記リーチ決定手段によって前記リーチ状態とする旨の決定がなされたことに対応し
て、前記変動表示パターン種別決定手段により決定されたリーチ変動表示パターン種別に
含まれるリーチ変動表示パターンの中から１つの変動表示パターンを決定し（Ｓ１０３で
はずれ変動パターン判定テーブル１３８Ｂを選択した後、Ｓ１０４，Ｓ１０５の処理を実
行する）、
　　前記リーチ決定手段によって前記リーチ状態としない旨の決定がなされたこと、およ
び、前記変動表示パターン種別決定手段によって前記非リーチ特定変動表示パターン種別
に決定されたことに対応して、決定された非リーチ特定変動表示パターン種別に含まれる
非リーチ特定変動表示パターンの中から１つの変動表示パターンを決定し（Ｓ１０３では
ずれ変動パターン判定テーブル１３８Ａを選択した後、Ｓ１０４，Ｓ１０５の処理を実行
する）、
　　前記非リーチ特定変動表示パターンは、前記非リーチ通常変動表示パターンに比べて
、識別情報の変動表示を開始してから変動表示結果を導出表示するまでの変動表示時間が
長く（図１５）、かつ、前記変動表示パターン選択手段により決定される割合が低くなる
ように設定した（図２３）。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　（６）　前記再変動が実行されるときに所定の報知を行なう報知手段（上演出ＬＥＤ８
５ａ、中演出ＬＥＤ８５ｂ、下演出ＬＥＤ８５ｃ、可動部材７８）と、
　前記変動表示実行手段が前記再変動を実行するときに、前記報知手段による報知を行な
う報知演出として、複数種類の報知態様（図６～図１１に示すような複数種類の演出のパ
ターン）の中から選択した報知態様で報知演出を実行する報知演出手段（演出制御用マイ
クロコンピュータ１００、図１１５のＳ５２０、図１２４のＳ８４５）とをさらに備え、
　前記報知演出手段は、前記複数種類の報知態様のうちのいずれか１つを選択した報知態
様で行なう報知演出（図６（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）のパターンａ，ｂ，ｃ）と、前記複数
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種類の報知態様のうちのいずれか複数を選択して組合せた報知態様で行なう報知演出（図
６（Ｄ）のパターンｄ）とを実行可能であり、
　前記報知演出手段が実行する報知演出は、選択した報知態様に応じて、報知演出が実行
された後に前記特定遊技状態となる信頼度が異なる（図３０および図３１に示すように、
大当りとしない場合に選択されうる非リーチＰＡ１－５、スーパーＰＡ３－３－１、スー
パーＰＡ３－３－２、スーパーＰＡ３－６－１、スーパーＰＡ３－６－２、スーパーＰＢ
３－３－１およびスーパーＰＢ３－３－２のグループに対して、大当りとする場合に選択
されうるスーパーＰＡ４－３、スーパーＰＡ４－６－１、スーパーＰＡ４－６－２、スー
パーＰＡ５－３－１、スーパーＰＡ５－３－２、スーパーＰＢ４－３－１、スーパーＰＢ
４－３－２、スーパーＰＢ５－３－１、スーパーＰＢ５－３－２および特殊ＰＧ１－３の
グループの方が、ＡＢ、ＡＣ、ＢＣ、ＡＢＣといった異なる態様の再変動演出が組合わさ
れたものが出現する確率が高い。）。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　（７）　再変動表示パターンは、前記特定の仮停止態様を変更表示する変動表示領域に
応じて、前記特定遊技状態となる信頼度が異なって設定される（左仮停止図柄について滑
り演出が行なわれるときと右仮停止図柄について滑り演出が行なわれるときとで大当りと
なる割合が異なる：第２変形例）。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　このような構成によれば、再変動表示パターンは、特定の仮停止態様を変更表示する変
動表示領域に応じて、特定遊技状態となる信頼度が異なって設定されるので、単に、再変
動の実行回数にとどまらず、再変動表示パターンによる変動表示において、どの変動表示
領域において、仮停止態様が変更表示されるかということについて、遊技者の注意を惹き
つけることができる。これにより、再変動表示に関する演出の面白みをより一層向上させ
、遊技の興趣をより一層向上させることができる。
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